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史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会  

第２回会議次第  

 

令和２年８月３日（月）  

 

 

１． 議  事  

 

〇「報告事項及び内容などに関するご説明」で以下の議題について説明。 

 

（１） 史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会の委員長・副委員長の選出につ

いて（報告）  

 

（２） 史跡中里貝塚整備基本計画の策定について〈第２回委員会資料〉  

 

（３） 第１回ワークショップについて（報告）  

 

 

２． 次回委員会について  

 

○次回委員会  令和２年９月下旬（予定）  

飛鳥山博物館３Ｆ会議室   

 



令和２年８月

（委　　員） ※敬称略

氏　　　名 所　属　名　等

　石　川　  日出志 　明治大学教授（考古学）

　吉  村     晶　子 　名城大学教授（都市計画）

　植　月　　学 　帝京大学文化財研究所准教授（考古学）

　松  本     晴  光　　昭和町地区自治会連合会会長

  山  田     和  夫 　上中里貝塚町会会長

  長　濱     恵美子 　公募（北区在住）

  西  原     令  春 　公募（北区在住）

  山　口     宗　彦 　区立滝野川第五小学校長

（オブザーバー）

　岩  井    浩  介 文化庁文化資源活用課　整備部門（記念物）文化財調査官

　田  所    真 都教育庁地域教育支援部管理課 学芸員

（区関係理事者）

　丸　本　　秀　昭 まちづくり部都市計画課長

　岩　本　　憲　文 土木部参事（土木政策課長事務取扱い）

　杉　戸　　代　作 土木部道路公園課長

（教育委員会事務局）

　小野村　弘　幸 教育振興部長

（事務局）

北区飛鳥山博物館

館長　野尻浩行 事業係長　鈴木直人

事業係（学芸員）　 牛山英昭、安武由利子、髙坂勇佑

事業係 加藤由子　　　　　
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報告事項及び内容等に関するご説明 

 
議事（１）史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会の委員長・副委員長の選出につい

て（報告） 

 

 委員長・副委員長の選出について                                

   設置要綱第４条には、「策定委員会に委員長及び副委員長を置く。」とある。 
  

 〇委員長 

委員長については、設置要綱第４条２「委員長は、委員の中から互選により選出する。」

とあり、第１回策定員会（書面開催）において「石川日出志 委員」を委員長に指名する

ことを委員各位にお諮りしたところ、承認を得たので石川日出志委員に委員長をお願い

する。 
 

〇副委員長 

副委員長については、設置要綱第４条４「副委員長は、委員の中から委員長が指名す

る者とする。」とあり、第２回において選出することとしたが、第１回同様本会議も

書面開催となったため、第３回において選出することといたしたい。 
 

 

議事（２）史跡中里貝塚整備基本計画の策定について 

 

 史跡中里貝塚整備基本計画について第２回委員会資料のとおり、第１章計画策定の経

緯と目的、第２章計画地の現状、第３章史跡の概要および現状と課題についてとりまとめ

た。このことについてご意見等をお伺いいたしたい。なお、Ｐ４５の３－３課題の整理に

ついては次回（第３回）に持ち越すことといたしたい。 
 

 

議事（３）第１回ワークショップについて（報告） 

 

  予定では８月２日（日）に第１回のワークショップを開催する予定であったが、新

型コロナウィルス拡散防止のため、書面開催とした。現在ご意見などを集約中であり、

次回にその報告を行うこととする。 

以上 



 

 

第２回史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会 

議事に対する意見書 

 

 

私は、第２回史跡中里貝塚整備基本計画策定委員会の報告事項について、以下の通り意

見します。 

 

令和２年 ８月  日 

 

                    氏名             ㊞ 

 

 

 

第２回委員会資料「史跡中里貝塚整備基本計画」について 
 
 
   
  □ 承認する 

□ 下記の通り、意見する 

 

    その他の意見 


